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            令和７年第４回川場村議会定例会会議録第１号             

 

令和７年９月２日（火曜日） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議事日程 第１号 

   令和７年９月２日（火曜日）午前９時００分開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名（５番・６番） 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 一般質問 

日程第 ５ 議案第４６号 川場村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につ 

いて 

日程第 ６ 議案第４７号 川場村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第４８号 川場村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第４９号 川場村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のため

の固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第 ９ 議案第５０号 川場村企業版ふるさと納税基金条例について 

日程第１０ 議案第５１号 令和７年度川場村一般会計補正予算（第２号）について 

日程第１１ 議案第５２号 令和７年度川場村国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て 

日程第１２ 議案第５３号 令和７年度川場村介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１３ 議案第５４号 令和７年度川場村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１４ 議案第５５号 令和７年度川場村簡易水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第１５ 議案第５６号 令和７年度川場村下水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第１６ 認定第 １号 令和６年度川場村一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１７ 認定第 ２号 令和６年度川場村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第１８ 認定第 ３号 令和６年度川場村介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１９ 認定第 ４号 令和６年度川場村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２０ 認定第 ５号 令和６年度川場村簡易水道事業会計決算の認定について 
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日程第２１ 認定第 ６号 令和６年度川場村下水道事業会計決算の認定について 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 



－3－ 

出席議員（９人） 

         １番  桒 原 達 也 君        ２番  千木良 澄 夫 君 

         ３番                   ４番  角 田 文 雄 君 

         ５番  津久井 俊 雄 君        ６番  宮 内 好 美 君 

         ７番  丸 山 敏 雄 君        ８番  細 谷 市 衛 君 

         ９番  黒 田 まり子 君       １０番  小 菅 秋 雄 君 

欠席議員（なし） 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

    村     長  外 山 京太郎 君   副  村  長  角 田 圭 一 君 

    教  育  長  宮 内 伸 明 君   総 務 課 長  小 林   巧 君 

    住 民 課 長  安 藤 秀 昭 君   健康福祉課長  布 施 伸一郎 君 

    むらづくり振興課長  小 菅 喜 仁 君   田園整備課長  石 田 信 幸 君 

    教育委員会事務局長  横 坂   徹 君   会 計 管 理 者  春 原 久 代 君 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

    事 務 局 長  今 井   忠     書     記  田 中 玲 子 
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◎議長挨拶 

○事務局長（今井 忠君） ただいまから、令和７年第４回川場村議会定例会が開かれます。 

 開会に当たりまして、議長から挨拶があります。 

○議長（小菅秋雄君） 定例会開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日ここに、令和７年第４回川場村議会定例会が招集されましたところ、議員各位にはご参集賜り、

厚く御礼を申し上げます。 

 さて、今期定例会におきましては、条例の一部改正、一般会計及び特別会計並びに公営企業会計の

補正予算、令和６年度各会計決算認定案件等、数多くの重要案件が提出されております。議員各位に

おかれましては、慎重な審議の上、適切な議会運営に努められますとともに、執行部の皆様の格別な

るご協力をお願い申し上げ、開会の挨拶といたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎村長挨拶 

○事務局長（今井 忠君） 続きまして、村長から議会招集の挨拶があります。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） 開会に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日、令和７年第４回川場村議会定例会を招集いたしましたところ、小菅議長をはじめ議員各位の

ご出席をいただきまして、ここに開催できますことを心から御礼を申し上げます。 

 今年の夏は、例年以上に暑い日が続き、熱中症アラートが熱中症予防のために気象庁と環境省とか

ら連日発表され、各地で最高気温が３５度を超える猛暑日の連続記録を更新するなど、日常生活やス

ポーツの場面などでも危険な暑さに対応するための対策が講じられ、かつて経験がない暑い夏となり

ました。この高温による稲作や果樹等の農作物の生育への影響が最小限であることを願うばかりでご

ざいます。 

 暑さ対策の一環で、開催時間等を一部変更しての開催となりました川場まつりでございますが、特

に担ぎ手不足という課題を抱えながらも各地区区長をはじめ関係役員皆様のご尽力によりまして、中

央公園をにぎやかに力強く練り歩く神輿渡御が実現し、ご来場いただいたご来賓の皆様からも感動と

賛辞の言葉をいただきました。また、子ども神輿を担ぐ子供たちが元気に大きな掛け声を出しながら、

とても楽しくうれしそうに練り歩く姿もまた印象的でありました。 

 道の駅川場田園プラザでは、夏休み期間を通じて例年を上回る来場者が訪れ、猛暑の中、連日大変

なにぎわいでありました。旅行専門雑誌じゃらんによる全国道の駅グランプリ２０２５におきまして

は第１位となり、４年連続にはなりませんでしたがグランプリに返り咲きました。もう一度利用した

い道の駅ランキングでも、２年連続の第１位となりました。二度、三度と訪れたくなる満足度の高さ

が証明をされております。 

 また、その一因といたしましては、多くのお客様に提供するブルーベリーやトウモロコシなどの農
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産物の豊富さや飲むヨーグルトをはじめアイスクリームやチーズの原料となる生乳の供給など、地元

川場村の農業の豊かさも大きな支えとなっていることと考えております。 

 昨年度までアメリカスターバリー地方へ派遣をしておりました国際交流事業ですが、本年度から開

催地をオーストラリアのシドニーに変えて開催され、川場学園９年生が昨年よりも多い２８名が参加

をいたしました。８月１４日から２０日までの７日間の全行程を無事に終え、参加した生徒には大き

な経験とたくさんの思い出が残ったと思います。この経験をこれからの学校生活に生かしてほしいと

願うところであります。 

 そのほかにも、川場学園５、６年生の３０名が参加した海辺体験教室や、川場学園８年生２２名が

参加したイングリッシュキャンプも滞りなく実施をされ、子供たちにとって有意義な夏となりました。 

 本定例会に提案する案件は、条例の制定１件、条例の一部改正４件、一般会計、公営企業会計及び

各特別会計の補正予算案６件、決算認定６件、報告３件、人事案件１件の合わせて２１件であります。

いずれの案件も慎重審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げまして、議会招

集の挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎開会・開議 

   午前９時０６分開会・開議 

○議長（小菅秋雄君） ただいまの出席議員数は９名であります。定足数に達しておりますので、た

だいまから令和７年第４回川場村議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において５番津久井議員、６番宮内議

員を指名いたします。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（小菅秋雄君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月１２日までの１１日間にしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から９月１２日までの１１日間に決定いたしました。 
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     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（小菅秋雄君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 去る６月２３日付で、星野議員より辞職願が提出され、同日これを許可したので報告いたします。 

 また、６月３０日付で、川場村監査委員から、議長宛てに財政援助団体等監査の結果報告書の提出

がありました。報告書の写しは、お手元に配付したとおりですのでご承知願います。 

 ８月５日、村長より地方自治法第１８０条第２項の規定により、専決処分の報告がありました。報

告書の写しは、お手元に配付したとおりでありますので、ご承知願います。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 一般質問 

○議長（小菅秋雄君） 日程第４、一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、発言を許します。 

 ２番千木良議員。 

              〔２番 千木良澄夫君発言〕 

○２番（千木良澄夫君） ２番千木良澄夫です。 

 通告により質問をさせていただきます。 

 ごみの分別収集についてお伺いします。 

 現在、川場村ではごみの分別を行っており、燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源ごみ、プラスチ

ック等のごみ、粗大ごみに分け収集されています。分別収集は、環境保全や資源の有効活用、適正な

廃棄物処理のために非常に重要なことであります。プラスチック、金属、紙などのリサイクル可能資

源を再利用することで、限りある天然資源を有効活用し、守ることができます。 

 また、焼却ごみを減らすことで、一酸化炭素や温室効果ガスの排出量も抑えられるなどの効果が期

待できます。分別収集で地域のルールを守ることが住みよい村づくりの一歩となり、将来の世代が暮

らしやすい環境を残すことにもつながるものです。一人一人の意識と行動によって、大きな成果が生

み出され、持続可能な社会実現のためにも重要なことであります。 

 そこで①番、昨年度の年間の収集量及び処理費用はどのくらいになっていますか。 

 ②番、村民の分別ルールの理解度や遵守状況はどうでしょうか。分別されていないものや不適切な

ものの件数はどのくらいで、その対応状況についてはどのようにしておりますか。 

 ③番、今年の４月からプラスチックごみの分別収集が始まりましたが、ごみの減量、焼却費用の削

減効果はどのくらいなのかお伺いします。 

○議長（小菅秋雄君） 村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 
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○村長（外山京太郎君） 千木良澄夫議員の一般質問にお答え申し上げます。 

 初めに、川場村から排出される一般廃棄物について、昨年度の年間収集量でございますが、約１，

２２０トンで処理費用は５，８６０万円となりました。令和５年度と比較をいたしますと、ごみの排

出量は４１トン減少いたしましたが、処理費用については４３０万円ほど増加をいたしました。処理

費用の増加の主な要因は、二箇村清掃施設組合の負担金が３２０万円ほど増加し、内容といたしまし

ては、老朽化に伴い集じん機更新のため負担金が増加したということであります。 

 続いて、分別ルールの理解度及び遵守状況でございますが、従来行われてきた家庭ごみの分別につ

いて、おおむね理解されているようでありますが、繁忙期になりますと農業用マルチの芯やコンニャ

ク消毒薬の入った段ボールなどがごみステーションに出されることがございます。 

 このように、農業や商業を営む方の業務に係るごみは事業ごみとして扱うため、事業主の方が直接

処理業者へ依頼することとなっているため、村では収集はいたしません。村では回収しない旨を対象

となるごみに表示をし、適切な処理を促しております。 

 加えて、プラスチック製容器包装資源ごみの回収がスタートをいたしました。分別の状況は比較的

良好と聞いておりますが、指定するネット以外のネットに入れる方や通常の資源ごみ収集日に出され

る方もおりますので、広報などを通じて周知をさせていただいております。 

 最後の質問ですが、４月からプラスチック製容器包装資源ごみの分別収集を始めたところですが、

令和６年度の可燃ごみ排出量がおよそ４７２トンで、月の平均で申し上げますと３９．３トンとなり

ました。令和７年の４月から７月の４か月で４．６トン、月の平均で申し上げますと１．２トン程度

の分別が行われました。昨年度の可燃ごみと比較した場合、月の量で３．０５％削減されたことにな

ります。プラスチック製容器包装資源ごみは、かさの見た目に反して軽量であることから、排出量で

見ますと、まだまだ分別が浸透していないと思われますので、引き続き分別を推進していきたいと存

じます。 

 また、焼却費用についても、二箇村清掃組合の負担金は、前々年度の排出量から算出されるため、

今年度の可燃ごみが削減できた場合、令和９年度に反映されることを申し添えたいと存じます。 

 家庭から排出されるごみの中にも有効活用できる資源ごみがあることを住民に周知し、環境に配慮

した村づくりに努めるとともに、議員各位におかれましては、今後も村の取組について特段のご理解

とご協力を賜りますようお願い申し上げ、千木良澄夫議員の一般質問の答弁といたします。 

○議長（小菅秋雄君） ２番千木良議員。 

              〔２番 千木良澄夫君発言〕 

○２番（千木良澄夫君） ご答弁ありがとうございました。 

 可燃ごみの削減につきましては、清掃組合の負担金に影響するということでございますので、分別

は非常に大切なことだと思います。 

 プラスチックごみについてでございますが、４月から始まりまして、隔週の水曜日に収集されてお



－8－ 

りますが、家庭においては臭いの問題や保管スペースなどで大変困っており、村民の方々から毎週行

ってほしいとの声が多く聞こえてきますが、今後の対応についてお伺いします。 

 また、高齢者世帯ではなかなか分別が難しいと、このような話も聞きますが、その対応についても

お伺いいたします。 

○議長（小菅秋雄君） 村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） 千木良澄夫議員の再質問にお答え申し上げます。 

 この件に関しましては、区長会や座談会等においても同様の意見がございましたので、川場村にお

きましては、私も出席をしているところでございますけれども、廃棄物減量等推進審議会が設置をさ

れておりまして、去る７月３０日に審議をしていただいたところでございます。収集運搬費が増加す

るということでありますので、当面の間は、隔週でやっているんですが、月によって５週ある月につ

いては収集をするということをやって、これは広報を通じて村民に周知をするということであります

が、これからまだあと半年ありますので、その半年の様子を見ながら次年度の収集計画については判

断をしたいと。１回増やすことによっての経費も随分かかりますので、今年については先ほど申し上

げましたように、月に５週目があるという月については実施をすると、増加をするということをこの

７月３０日の審議会で協議をしていただいたということでありますので、今年度についてはそういう

状況で様子を見たいということであります。 

 お年寄りにはなかなか理解できないというところもあると思いますので、そういった点においては、

各ごみステーションのところで、やはりそういうきちんと分別収集をされているところといいかげん

にやっているところがありますので、そういったところに係が出向いて、その地区ごとの指導もして

いきたいということでありますので、大方皆さんにはご理解をいただいて良好な分別が行われてきた

ということでありますので、ご理解をいただければと思います。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） 千木良議員。 

              〔２番 千木良澄夫君発言〕 

○２番（千木良澄夫君） ご答弁ありがとうございました。 

 確かに４月からスタートということで、状況を見てということで、来年の４月からは予算を確保し

て回数を増やしていただければと、このように思っております。 

 また、粗大ごみの収集でございますが、これにつきましても年２回体育館前の駐車場で行っており

ます。かなりの数量が集まりますが、年２回ということで収集日まで長期間保管しておかなければな

らず、スペースや衛生面での課題もございます。不法投棄を防ぐにも回数を増やしたらと、このよう

に思いますが、今後の対応についてお伺いします。 

○議長（小菅秋雄君） 住民課長。 



－9－ 

              〔住民課長 安藤秀昭君発言〕 

○住民課長（安藤秀昭君） それでは、再質問のお答えをさせていただきます。 

 粗大ごみ収集につきましては、千木良議員からおっしゃられたように年間２回ということで６月、

１２月ということで実施させていただいております。粗大ごみ収集につきましては、管内の各市町村

において実施しているのが昭和村と川場村でございます。昭和村につきましては、年１回の収集でご

ざいます。収集につきましては、二箇村清掃施設工場のほうに直接搬入ができますことから、こちら

については年２回で実施していきたいという考えであります。 

 この理由に関しましては、経費の負担、それから地区の衛生委員さんにもご出席いただいてご協力

いただいているところでありまして、こちらについても衛生委員さんの負担を減らすことも考え、年

２回ということが適正ではないかと思っております。 

 以上、簡単ながら再質問の回答とさせていただきます。 

○議長（小菅秋雄君） 千木良議員。 

              〔２番 千木良澄夫君発言〕 

○２番（千木良澄夫君） ありがとうございました。 

 昭和が１回、川場が２回ということで、直接搬入できるというＰＲをもう少ししっかりしていただ

ければ、わざわざそこで収集をすることもないのかなと思いますので、その辺のＰＲをしっかりして

いただければと思います。ごみ処理費用や人員の制約等があるのは理解はできます。人口も減少して

おり排出量の変化も想定されますので、住民の生活環境や環境衛生への影響は大きく、現場の実情に

則しての検討を行っていただきますようお願い申し上げ、質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（小菅秋雄君） 次に、６番宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） 議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして質問させていただき

ます。 

 既に報道等で周知の、関東建設工業株式会社の社員等による桐生市での入札妨害事件でありますが、

群馬県をはじめ県内の自治体でも指名停止措置を取っていますが、同じような時期に莫大な公費を投

入して１００年後を見据えた庁舎を建設した川場村においては、現在までにどのような対応をしてき

ましたか。つまり、指名停止などの措置は講じられたのか。また、指名停止等の措置を取ってこなか

ったとしたら、その理由はいかがなものか併せてお伺いします。 

 次に、この新庁舎ですが、積雪地域のこの川場村において外階段というのは考えづらい施設ですが、

昨年からの降雪等により安全確保のためとはいえ閉鎖し、使用できない状態が続きました。村長の説

明では、庁舎外階段の降雪対策については、建設に当たった関東建設工業株式会社に提案型で見積り

等をお願いしているとの説明がありました。 
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 このような事態に至っている現在、庁舎外階段の降雪対策をどのようにお考えなのか、進捗状況等

について説明をいただきたいと思います。 

○議長（小菅秋雄君） 村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） 宮内好美議員の一般質問にお答え申し上げます。 

 まず１つ目の御質問の入札妨害事件で、社員が起訴された関東建設工業株式会社の指名停止を考え

ているかについてでありますが、６月２０日の新聞報道により桐生市役所の新庁舎建設工事の一般競

争入札で公正な競争を妨害したとして、県議や関東建設工業の社員が逮捕され、８月１３日に起訴さ

れた報道がされました。この関係で、指名停止の要領・要綱・内部規定について職員に調べさせたと

ころ、建設工事入札審査会設置要綱の中に、所管事項として競争入札参加の資格の取消し等に関する

ことと示されておりますが、他市町村の状況を見ますと、細部にわたった要綱が整備されていること

から、本村にあった例規を整備をさせ、それに基づき指名停止を執行する予定でございます。 

 次に、庁舎の外階段の降雪対策として、当初予算計上時、私から関東建設工業株式会社に提案・見

積りをもらう説明を議員の皆さんへ説明をいたしました。この件につきましては、関東建設工業株式

会社より見積書を頂いておりまして、設計管理費は別といたしまして、工事見積額が税抜きで１，０

００万円程度でありました。 

 工事の概略を説明いたしますと、主体構造は鉄骨造りで、外壁が鉄骨下地に杉材の縦格子ルーバー

と雪吹き込み防止ネットで、屋根構造は片流れで鉄骨下地でガルバリウム鋼板瓦棒葺きとなっており

ます。 

 見積りを検討しているところに今回の事件が起こったため、現在は保留となっております。いずれ

にいたしましても、現在は保留となっておりますが、現状を鑑み、関東建設工業以外にこれから見積

り等をまたお願いをして、冬期までには調整・検討してまいりたいと思っております。 

 議員各位におかれましては、特段のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、宮内好美議員

の一般質問の答弁といたします。 

○議長（小菅秋雄君） ６番宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） 答弁ありがとうございました。 

 ここで、本村の事実確認をしておきたいと思います。関東建設工業株式会社が川場村の競争入札参

加者の資格を取得した時期と経緯について教えていただきたい。また、今までに関東建設工業が川場

村から請け負った工事の時期と内容についても同様に教えていただきたいと思います。 

 次に、庁舎の外階段の補修工事のただいま説明いただきまして、関東建設工業以外の企業にもこれ

から考えるということですけれども、今期定例会において予算化されていない、見積りが出て１，０

００万程度という話だったんですけれども、ということは、今年の冬も外階段は閉鎖で対応するとい
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うことなのか、併せてお伺いします。 

○議長（小菅秋雄君） 村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） 宮内議員の一般質問にお答えをいたします。 

 前半の２件につきましては、ちょっと暫時休憩をいただいて答弁をしたいと思っておりますが、後

半の外階段のことでありますけれども、先ほど言いましたように見積りを頂いて１，０００万円程度

というところで出たところで止まっている状況であります。その下見積りを頂いたものを今違うとこ

ろにまた再考をお願いをしているところでありますので、１２月の定例議会に提出をして、今年の冬

にはそれができるように、暫時努力をして、皆様方に今年はあそこを通行止めにしないということで、

これからやってまいりたいと思いますのでご理解をいただきたいと思います。 

 前の質問の入札参加の入った時期と、あとは関東建設工業が仕事をしたことにつきましては、ちょ

っと休憩をいただきまして答弁をさせていただきたいと思います。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（小菅秋雄君） ここで暫時休憩を取ります。 

   午前９時３２分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   午前９時４１分再開 

○議長（小菅秋雄君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） 宮内好美議員の再質問にお答え申し上げます。 

 １点目でございますが、関東建設工業株式会社が川場村の競争入札参加の資格を取得した時期と経

緯についてでございますが、平成２３年度から２年ごとに申請をいただき、書類内容を確認をさせ入

札参加の一覧表に登録されておりますので、平成２３年度ということでありますが、それ以前につき

ましては、資料がなく確認ができませんでした。 

 続きまして、関東建設工業株式会社が川場村から請け負った工事の時期と内容についてでございま

すが、７件ございまして、まず１つ目でございますが、村道奥太郎線道路及び橋梁新設工事、取付道

路と橋梁でございますが、これが平成３０年の９月であります。 

 ２つ目でありますが、社会資本総合整備事業、村道谷地生品線の橋脚の工事でございまして、村道

谷地生品線の橋脚で令和元年の８月です。 

 ３つ目でございますが、これは村の発注ではございません。川場村土地開発公社の発注でございま

すが、令和３年度川場村拠点整備に伴う造成工事でございます。これが令和３年の５月。 

 ４つ目でありますが、これが役場の新庁舎の建設工事でありまして、令和３年度川場村役場新庁舎
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建設工事、役場庁舎の新設工事でありまして、令和４年の１月です。 

 続きまして、５つ目でありますが、川場村の新拠点における木質バイオマス熱利用設備・太陽光発

電設備の導入事業であります。木質バイオマスの熱利用の設備・太陽光発電の設備導入事業でありま

すが、令和４年の９月であります。 

 ６つ目でございますが、令和５年度川場村防災トイレ建設工事であります。防災トイレの建設工事

で令和５年の６月です。 

 最後、７つ目でございますが、令和５年度の川場村第２工区造成工事、これは役場下の駐車場の整

備でございますが、この造成工事で令和５年の８月ということで、以上７件になっております。 

○議長（小菅秋雄君） 宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） ありがとうございました。ついでにお手間を取らせて大変ご苦労さまでした。 

 最後の質問なんですけれども、先ほど村長ちょっと触れました外階段の関係で再度お伺いしたいと

思います。１２月の補正で対応されるということですけれども、それ以前に見積り、それから設計と

いうんですか、これらは準備ができると思いますので、工事そのものは予算確保の後になると思うん

ですけれども、できるだけ早く施工していただいて、利便性を与えていただければと思います。 

 次に、先ほども村長触れましたが、川場村の建設工事入札審査会の設置要綱、これを整備するとい

うことでございますけれども、既に他の自治体でも措置を取っておられて、川場村でも要綱を設置さ

れていて、第２条で資格の取消し等に関することというこの中で、以前にも対応したことがございま

すので、それらの内容の整備は、スキームといいますか時間的にこれからどのぐらいの時期までにや

って、どのぐらいにその措置を取っていくのか、もしお考えがあるのであれば村長にお伺いしたいと

思います。 

○議長（小菅秋雄君） 村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） 再質問にお答えをいたします。 

 まず外階段でございますが、おっしゃいますように１２月ということでありますので、１２月初旬

の議会で承認をいただくということでありますが、事前に見積り等は準備を進めておりまして、１２

月の定例議会でご承認をいただいた後、速やかに工事等をやって今年の積雪には対応得るということ

で実施をしていきたいと思っております。 

 また、２点目の入札の停止の関係でございますけれども、８月１３日に起訴されたという時点で、

本来ですと速やかにやろうということでございましたら、そういうような状況でありましたので、他

市町村との状況を鑑みて、１０月１日に執行できるように整備をしていきたいと考えているところで

ございます。 

 以上です。 
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○議長（小菅秋雄君） ６番宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） ご答弁ありがとうございました。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（小菅秋雄君） 以上で、６番宮内議員の質問は終わりました。 

 これで一般質問を終わります。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 議案第４６号 川場村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

○議長（小菅秋雄君） 日程第５、議案第４６号 川場村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております、議案第４６号 川場村職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 人事院規則の一部改正に準じ、妊娠又は出産等の旨を申し出た職員及び３歳に達するまでの子を養

育する職員に対する育児に関する両立支援制度等の意向確認の措置を設ける等、所要の改正を行う必

要があるため、川場村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正を提案するものであります。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第４６号 川場村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につ

いての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎日程第６ 議案第４７号 川場村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第６、議案第４７号 川場村職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております、議案第４７号 川場村職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が令和７年１０月１日施行されること

に伴い、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、部分休業制度を拡充す

るため、川場村職員の育児休業等に関する条例の一部改正を提案するものであります。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第４７号 川場村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についての

件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 議案第４８号 川場村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第７、議案第４８号 川場村行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 
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○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております、議案第４８号 川場村行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部を改正する条例について、提案説明を申し上げます。 

 地方公共団体情報システムの標準化に伴う住登外者宛名番号管理機能の実装と番号利用条例の整備

を必要とすることから、川場村行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するため提案するもの

であります。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第４８号 川場村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例につい

ての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第８ 議案第４９号 川場村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のため

の固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

○議長（小菅秋雄君） 日程第８、議案第４９号 川場村地域経済牽引事業の促進による地域の成長

発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例についての件を

議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております、議案第４９号 川場村地域経済牽引事業

の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正
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する条例について、提案説明を申し上げます。 

 今回の条例改正につきましては、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、相当の経済効果を

及ぼす地域経済牽引事業を行う事業者に対して、固定資産税が課税免除される規定でありますが、根

拠法となる地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律が改正をされ、対

象施設の設置期限が延長されたことに伴い、関係する条例の一部を改正するものであります。 

 よろしくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたしま

す。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第４９号 川場村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のため

の固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第９ 議案第５０号 川場村企業版ふるさと納税基金条例について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第９、議案第５０号 川場村企業版ふるさと納税基金条例についての件

を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております、議案第５０号 川場村企業版ふるさと納

税基金条例について、提案説明を申し上げます。 

 地域再生法第５条第４項第２号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関し、寄附金を

適正に管理し、当該事業の実施に必要な費用に充てるため、川場村企業版ふるさと納税基金を設置す

るものであります。 

 企業版ふるさと納税制度では、原則的に、寄附を頂いた当該年度の地方創生プロジェクトに寄附金

を充てることとなっておりますが、本基金を設置することで翌年度以降の事業にも寄附金を当てるこ

とが可能になることから、寄附金を柔軟かつ最大限に活用するため、同基金の設置を提案するもので
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あります。 

 慎重審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５０号 川場村企業版ふるさと納税基金条例についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩を行います。再開は１０時１５分からお願いいたします。 

   午前１０時００分休憩 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   午前１０時１５分再開 

○議長（小菅秋雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１０ 議案第５１号 令和７年度川場村一般会計補正予算（第２号）について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１０、議案第５１号 令和７年度川場村一般会計補正予算（第２号）

についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております、議案第５１号 令和７年度川場村一般会

計補正予算（第２号）について、提案説明を申し上げます。 

 今回の補正予算は、既決の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，７６４万５，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０億６８３万円とするものであります。 

 歳入の主なものは、地方特例交付金７２万３，０００円、地方交付税２１万５，０００円、国庫支

出金１，３４９万円、県支出金４７４万８，０００円、繰越金１億２，０２１万９，０００円、諸収

入１５万円、村債１，０７０万円をそれぞれ追加し、繰入金８，２６０万円を減額計上いたしました。 

 次に、歳出の主なものについてご説明をいたします。 

 第２款総務費は２，５３９万３，０００円を追加計上いたしました。旧中学校施設管理委託料１０
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６万９，０００円、企業版ふるさと納税基金積立金２５０万円、Ｊアラート受信機及び周辺機器更新

１，０７８万円、不足額給付金９９５万円を追加いたしました。 

 第３款民生費は１９５万７，０００円を追加計上いたしました。国民健康保険事業特別会計繰出金

３１万４，０００円、後期高齢者医療特別会計繰出金４９万５，０００円、延長保育事業補助金等９

７万円を追加計上いたしました。 

 第４款衛生費は２，６７５万３，０００円を追加計上いたしました。地域脱炭素実現に向けた再エ

ネの最大限導入のための計画づくり支援事業委託料２，６００万円、美しいむらづくり助成金５０万

円等であります。 

 第６款農林水産業費は５１４万５，０００円を追加計上いたしました。クマ出没対策緩衝帯整備事

業１４７万４，０００円、林道作業道総合整備事業補助金５２２万円等であります。 

 第８款土木費は２６０万２，０００円を追加計上いたしました。下水道事業会計繰出金であります。 

 第１０款教育費は５７９万５，０００円を追加計上いたしました。川場学園校務支援システムデー

タ移行手数料２４万５，０００円、発掘調査作業委託料３９万６，０００円、生品前原遺跡発掘調査

費補助３００万円、村地域クラブ活動費用等１０３万８，０００円、第一体育館ＬＥＤ照明リース代

７７万１，０００円等であります。 

 以上、概要を説明申し上げましたが、詳細につきましては担当課長より説明を申し上げます。よろ

しくご審議の上、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） ここで、担当課長の細部説明を求めます。総務課長。 

              〔総務課長 小林 巧君発言〕 

○総務課長（小林 巧君） それでは、令和７年度川場村一般会計補正予算（第２号）の細部説明を

いたします。 

 令和７年度川場村の一般会計補正予算（第２号）では、歳入歳出それぞれ６，７６４万５，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０億６８３万円とするものです。 

 ４ページをご覧ください。 

 第２表地方債補正になります。補正前の起債の限度額が１，５７０万円、緊急防災・減災事業債、

当初で群馬県防災情報通信ネットワークシステム衛星回線整備工事の負担金でございます。補正後の

限度額が２，６４０万円、１，０７０万円の増加になっております。 

 １１ページの１２委託料の中の国よりのＪアラート全国瞬時警報システム受信機と周辺機器の更新

の整備に充てる起債でございます。 

 ５ページをご覧ください。 

 歳入歳出予算事項別明細書になります。 

 歳入でございます。 

 補正予算の歳入合計は２９億３，９１８万５，０００円で、各款の補正額はご覧のとおりでござい
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ます。補正額の合計は６，７６４万５，０００円で、歳入合計を３０億６８３万円とするものです。 

 ６ページをご覧ください。 

 歳出でございます。 

 補正前の歳出合計は２９億３，９１８万５，０００円で、各款の補正額はご覧のとおりで、補正額

合計は６，７６４万５，０００円で、歳出合計は３０億６８３万円とするものです。 

 補正予算額の財源内訳ですが、国庫支出金が１，８２３万８，０００円で、地方債が１，０７０万

円で、その他が１，５６１万円で、一般財源が２，３０９万７，０００円でございます。 

 ７ページをご覧ください。 

 歳入の詳細説明になります。 

 ９款１項１目地方特別交付金、令和７年度の額が確定されまして増額分です。７２万３，０００円

でございます。 

 ８ページをご覧ください。 

 １４款２項３目衛生費国庫補助金、節で３節環境衛生補助金になります。二酸化炭素排出抑制対策

事業費等補助金１，２９５万３，０００円でございます。 

 歳出でページ１３ページに、４款１項３目環境衛生費１２節委託料の中に事業があります。その事

業の２分の１補助となります。 

 １５款２項４目農林水産業県補助金２節林業費補助金、指定管理鳥獣害対策事業交付金１１０万６，

０００円、林道作業道総合整備事業補助金３４８万円、豚熱まん延防止に係る緊急イノシシ対策事業、

７頭分で、１万円の補助ということになっております。７万円でございます。 

 ９ページをご覧ください。 

 １８款１項１目財政調整基金繰入金１節財政調整基金繰入金８，４００万円の減でございます。 

 １９款１項１目繰越金、これにつきましては令和６年度の決算額の２分の１を基金に、１億６，６

００万円を積立ていたしまして、その残りの額を繰越金といたしました。１億２，０２１万９，００

０円でございます。 

 １０ページをご覧ください。 

 ２１款１項２目総務債、緊急防災・減災事業債１，０７０万円でございます。 

 １１ページをご覧ください。 

 歳出の詳細説明になります。 

 ２款１項３目財産管理費１０節の需用費、修繕費でございます。旧農協跡地の中村屋さん裏側のフ

ェンスが倒壊したための修繕費でございます。６８万２，０００円でございます。 

 １２節委託料、旧中学校での支障となる支障木の伐採をするための委託料でございます。旧中学校

施設管理委託料１０６万９，０００円でございます。 

 １３節使用料及び賃借料、テレビ受信料でございますけれども、ＮＨＫ受信料で公用車３台分１５



－20－ 

万円でございます。 

 ２４節積立金、このその他積立金につきましては、企業版ふるさと納税基金の積立てでございます。

２５０万円でございます。 

 ８目同報無線維持管理費１２節委託料、先ほど起債のところで説明させていただきましたが、Ｊア

ラート受信機及び周辺機器の更新でございます。１，０７８万円でございます。 

 １２目生活支援対策事業費でございます。１８節負担金補助及び交付金、住民税の不足額の給付金

でございます。追加分で９９５万円でございます。 

 １２ページをご覧ください。 

 ３款１項１目社会福祉総務費２７節繰出金、国民健康保険事業特別会計繰出金３１万４，０００円

でございます。 

 ３目老人福祉費２７節繰出金、後期高齢者医療特別会計繰出金４９万５，０００円でございます。 

 １３ページをご覧ください。 

 ４款１項３目環境衛生費１２節委託料、地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画

づくり支援事業委託料２，６００万円でございます。 

 １４ページをご覧ください。 

 ４款１項３目１８節負担金補助及び交付金、美しいむらづくり助成金５０万円でございます。 

 ６款２項２目林業振興費１２節委託料、川場村クマ出没対策緩衝帯整備事業１４７万４，０００円

でございます。 

 １５ページをご覧ください。 

 その続きでございますが、１８節の負担金補助及び交付金、団体補助金で林道作業道総合整備事業

補助金５２２万円でございます。 

 ８款４項１目公共下水道事業費２７節繰出金、下水道事業会計繰出金２６０万２，０００円でござ

います。 

 １０款１項２目事務局費１１節役務費、川場学園校務支援システムデータ移行手数料２４万５，０

００円でございます。 

 １６ページをご覧ください。 

 １０款４項５目埋蔵文化財調査費１２節委託料、発掘（試掘）調査作業委託料３９万６，０００円

でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金、生品前原遺跡発掘調査費補助３００万円でございます。 

 １７ページをご覧ください。 

 １０款５項１目保健体育総務費の中の１３節使用料及び賃借料でございます。照明の更新といたし

まして、川場村第一体育館ＬＥＤ照明のリース代でございます。ここに掲載されているのは６か月分

で７７万１，０００円でございます。７年リースの契約の予定でございます。 
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 以上、細部説明を終わります。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明及び細部説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 本案は、歳入歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言って質疑をしてください。 

 質疑はありませんか。黒田議員。 

              〔９番 黒田まり子君発言〕 

○９番（黒田まり子君） お願いします。ページが１４ページです。１４ページの一番下になります。

林業費の最後のところですね、川場村クマ出没対策のところをもう少し詳しくお願いします。 

○議長（小菅秋雄君） むらづくり振興課長。 

              〔むらづくり振興課長 小菅喜仁君発言〕 

○むらづくり振興課長（小菅喜仁君） 近年、熊の出没が全国的に非常に増えているというところで、

事業といたしましては緩衝帯整備でございます。熊出没のエリアをきれいにするというか、熊が潜む

ような、通ってくる場所をなくすようにということで、緩衝帯整備を２か所行います。これの事業費

ということで１４７万４，０００円を充てさせていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（小菅秋雄君） 黒田議員。 

              〔９番 黒田まり子君発言〕 

○９番（黒田まり子君） ２か所というのはどこになりますか。 

○議長（小菅秋雄君） むらづくり振興課長。 

              〔むらづくり振興課長 小菅喜仁君発言〕 

○むらづくり振興課長（小菅喜仁君） １か所目は萩室になります。コバヤシモトキチさん宅、すみ

ません、個人名を出してしまって申し訳ない、ちょっと奥のほうに萩室の四差路があるんですが、そ

この四差路から北上、その辺の森林ですね。北に向かいまして３８０メートルほどを１０メートル幅

で森林整備、間伐ですとかあと刈り払いとかそういったことを行います。 

 ２か所目なんですが、谷地になります。岩観音の北の部分でございます。北側の山でございます。

こちらもまた１０メートル幅で１２０メートルの緩衝帯の整備を行うというところでございます。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） 黒田議員。 

              〔９番 黒田まり子君発言〕 

○９番（黒田まり子君） ありがとうございます。今年は２か所ということですが、村全体と考えた

らまだそういう緩衝帯が必要な部分もあると思いますが、これからもそういうところは必要な場合は

やっていく方針ですか。 

○議長（小菅秋雄君） むらづくり振興課長。 
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              〔むらづくり振興課長 小菅喜仁君発言〕 

○むらづくり振興課長（小菅喜仁君） これからも進めていきたいと思います。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑ありませんか。津久井議員。 

              〔５番 津久井俊雄君発言〕 

○５番（津久井俊雄君） １５ページです。６の２の３治山林道費の１８節負担金補助及び交付金の

５２０万というのがありまして、団体等補助金、林道作業道総合整備事業補助金というのがあります

が、これをもう少し説明をしていただきたいと思いますが、どの場所でどこに補助金を交付するのか

ということです。お願いします。 

○議長（小菅秋雄君） むらづくり振興課長。 

              〔むらづくり振興課長 小菅喜仁君発言〕 

○むらづくり振興課長（小菅喜仁君） 質問にお答えいたします。 

 場所は別所になります。別所線というんですか、作業道の整備というところなんですが、富士山の

神社があるところから別所に向かいまして、総延長１，０１０メートル、いろんな支線もありますけ

れども、１，０１０メートルの作業道の整備でございます。 

 それから補助を行うのは利根沼田森林組合でございます。 

 以上でございます。 

○議長（小菅秋雄君） 津久井議員。 

              〔５番 津久井俊雄君発言〕 

○５番（津久井俊雄君） ありがとうございました。非常に現在、材木も安いということで間伐をは

じめ林業に対する事業が行われておりますが、非常にありがたいことで、続いて作業道が開設される

ことを望んでおりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑はありませんか。桒原議員。 

              〔１番 桒原達也君発言〕 

○１番（桒原達也君） １３ページ、４款１項３目の１２の委託料２，６００万円、国庫金２分の１

だそうですけれども、この事業の内容を、ちょっと高額なので教えていただきたいと思います。 

○議長（小菅秋雄君） むらづくり振興課長。 

              〔むらづくり振興課長 小菅喜仁君発言〕 

○むらづくり振興課長（小菅喜仁君） 先日の議会全員協議会でも回答させていただきましたが、川

場村の再生可能エネルギー、現在、太陽光発電ですとかバイオマス発電やっておりますが、それに農

業系の畜産系のバイオマスの発電を加えたいというところで、その辺の川場村全体としての計画づく

りの費用でございます。 

 以上です。 
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○議長（小菅秋雄君） 桒原議員。 

              〔１番 桒原達也君発言〕 

○１番（桒原達也君） 説明があったそうですけれども、ちょっと高額なのでもう一度確認しました。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑ありませんか。千木良議員。 

              〔２番 千木良澄夫君発言〕 

○２番（千木良澄夫君） １７ページをお願いします。保健体育費の使用料及び賃借料で川場村第一

体育館ＬＥＤ照明リース代ということで、当初でなく今から６か月分という計上ですが、これについ

てのいきさつをお願いしたいと思います。 

○議長（小菅秋雄君） 教育事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 横坂 徹君発言〕 

○教育委員会事務局長（横坂 徹君） 経緯につきましては、川場学園開設に伴いまして、第一体育

館を学校体育及び部活動で使用し始めたのですが、あまりにも水銀灯が暗過ぎて競技にならないとい

うことで、学校のほうから何とかならないかと相談があったため、急遽見積りをして今回見積りが提

出されたことによって予算計上させていただいたという経緯でございます。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） 千木良議員。 

              〔２番 千木良澄夫君発言〕 

○２番（千木良澄夫君） 前々から暗いというような、部活以外で暗いというようなお話も出ていま

したので、せっかくの川場学園スタートのときにやはり整備をしてスタートすべきだったのではない

かと思います。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑ありませんか。角田議員。 

              〔４番 角田文雄君発言〕 

○４番（角田文雄君） 歳出の１１ページですが、２款１項３目の１２の委託料、施設管理委託料の

１０６万９，０００円、川場中学校の施設の管理というのですが、どこの施設か、それとどなたに管

理委託をするのかお願いします。 

 それともう１点、１７ページの１０款５項の１０のスポーツ施設修繕費２４万９，０００円、これ

はどこを修繕するか、お願いします。 

○議長（小菅秋雄君） これはそれぞれ違いますか。総務課長。 

              〔総務課長 小林 巧君発言〕 

○総務課長（小林 巧君） 角田文雄議員の質問にお答えいたします。 

 １１ページの３目財産管理費の委託料１２節の委託料でございますけれども、旧中学校施設管理委
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託料となっております。旧中学校でかなり木の伐採が必要な箇所が見受けられまして、危険な木もあ

りますので、その伐採を委託するものでございます。下見積りは武尊造園に頂いております。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） 教育事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 横坂 徹君発言〕 

○教育委員会事務局長（横坂 徹君） １７ページの角田議員の質問にお答えをさせていただきます。 

 修繕費、スポーツ施設の修繕費の箇所なんですが、スポーツクラブの弓道場側の壁が雪害によって

大きな穴が開いております。そちらのほうちょっと見栄えが悪いので修繕をしたいと考えております。

下見積りは関工務所さんに頂いております。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） 角田議員。 

              〔４番 角田文雄君発言〕 

○４番（角田文雄君） 分かりました。スポーツ施設のテニスコートの修繕費、あれはどうなってい

るんですか。まだ修理していないようなんですけれども。６月補正に計上して通ったような気もする

んですが、いまだに修繕されていないと思う。あそこはテニス、子供たちが使うので大変危険かなと

思うんだけれども、早急な修繕をお願いしたいと思います。まだやっていないですよね。 

○議長（小菅秋雄君） 教育事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 横坂 徹君発言〕 

○教育委員会事務局長（横坂 徹君） テニスコートなんですが、テニス部の部活が１１月頃終わり

ますので、１１月着工に向けて現在進めております。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） 角田議員。 

              〔４番 角田文雄君発言〕 

○４番（角田文雄君） 分かりました。早急にできるだけ早くお願いします。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑ありませんか。黒田議員。 

              〔９番 黒田まり子君発言〕 

○９番（黒田まり子君） ページ１７ページになります。すみません、１６、１７にかかってくるん

ですが、川場村地域クラブ活動指導者の謝金とそれから消耗品、それから保険料等が入っております

が、この川場村地域クラブ活動とその指導料についてお願いします。 

○議長（小菅秋雄君） 教育事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 横坂 徹君発言〕 

○教育委員会事務局長（横坂 徹君） 黒田議員の質問にお答えをさせていただきます。 

 地域クラブ活動に関する経費でございますが、まず指導者謝金、消耗品、保険代というふうに今回
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計上させていただいたんですが、現在、１０月より部活の地域移行ということで事業を進めておりま

す。今のところ８団体の方たちが指導者としてクラブとして申出をしていただいております。１０月

の第２週の土日につきましては、部活動を一切学校で行いませんという動きになりつつありますので、

川場村として第２週の土日を地域移行の日ということで現在推進をしてまいっております。その８団

体のうち指導者の謝金ということで１時間当たり１，６００円、おおむね１回につき２時間、それで

第２週の土日どちらかということですので、６日間を予定しております。６か月ですので６日間です。 

 それに対しまして、その指導者の活動保険料と謝金を計上させていただきました。消耗品につきま

しては、各８団体が子供たちを受け入れるために必要な経費ということで１団体２万円ずつ１６万円

ということで消耗品を計上させていただいております。 

 また、これから事業を展開していく上で３月末において事業の精査に入りますので、また３月補正

にて精査をさせて、必要であれば計上させていただきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） 黒田議員。 

              〔９番 黒田まり子君発言〕 

○９番（黒田まり子君） ありがとうございます。その８団体はどのような団体か種類が分かるとい

いと思います。それから、子供たちの対象年齢はどう考えていらっしゃいますか。 

○議長（小菅秋雄君） 教育事務局長。 

              〔教育委員会事務局長 横坂 徹君発言〕 

○教育委員会事務局長（横坂 徹君） まず対象年齢は、部活の地域移行ということなので川場学園

の７年生から９年生を予定しております。８団体につきましては、剣道、グラウンドゴルフ、サッカ

ー、フットサル、陶芸、弓道、バレーボール、吹き矢の８団体となります。もう一度繰り返します。

グラウンドゴルフ、弓道、サッカー、フットサル、陶芸、剣道、吹き矢、バレーボール、ターゲット

バードゴルフの８団体でございます。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） 津久井議員。 

              〔５番 津久井俊雄君発言〕 

○５番（津久井俊雄君） 先ほどの黒田議員の質問に関連するわけでございますが、今度部活から地

域スポーツのほうへ移るというようなことだと思いますが、一応補助金を受けたり活動する団体でご

ざいますから、やはり我々議員もそうですし、村民もその内容、活動、規則なりそういうものを知る

ことが必要かと思いますので、やはりその辺がどういう分野になっているかな、どういう関連で指導

者が来ているのか、活動の範囲とかいろいろ経費の問題もありますし、それからスポーツ協会との関

連もきっとあると思いますので、それをまとめて説明いただくようなことはできるでしょうか。 

○議長（小菅秋雄君） 教育事務局長。 
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              〔教育委員会事務局長 横坂 徹君発言〕 

○教育委員会事務局長（横坂 徹君） 先日、川場学園において、部活動の今後の予定等を説明させ

ていただきました。今後いろいろなものが決定され次第、村民の方、また議員さんに周知をさせてい

ただきたいと思っております。駆け込みのような形でいろいろスポーツ協会ですとかスポーツ少年団、

文化協会の方に何回か繰り返しながら会議をしているんですが、村民全体にというのはまだお知らせ

していないので、今後チラシ等、周知をさせていただいたり、必要があれば出向いて説明するような

機会もありましたら対応していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） 津久井議員。 

              〔５番 津久井俊雄君発言〕 

○５番（津久井俊雄君） 分かりました。予算に関連しますので、補助金の交付を受けるからにはや

はりそういったことが必要ではないかということを私は申し上げました。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５１号 令和７年度川場村一般会計補正予算（第２号）についての件を採決いた

します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１１ 議案第５２号 令和７年度川場村国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１１、議案第５２号 令和７年度川場村国民健康保険事業特別会計補

正予算（第１号）についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております、議案第５２号 令和７年度川場村国民健

康保険事業特別会計補正予算（第１号）について、提案説明を申し上げます。 
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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，４８０万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を４億５，８１０万８，０００円とするものであります。 

 歳入の主なものは、都道府県支出金２７０万６，０００円、繰越金１，７７４万２，０００円、諸

収入４０４万３，０００円をそれぞれ追加するものであります。 

 次に、主な歳出でありますが、保険給付費の療養諸費等に２，８６６万円を追加し、国民健康保険

事業納付金の額が確定したことによる６９３万３，０００円の減額、国民健康保険被保険者に対し、

疾病予防事業等を行う経費として、保健事業費に２７０万７，０００円を追加するものであります。 

 なお、本案につきましては、去る８月２７日に開催されました川場村国民健康保険運営協議会に諮

問し、了承を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、

提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。本案は、歳入歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言

って質疑をしてください。 

 質疑はありませんか。宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） ９ページ、歳出ですけれども、２款１項１目１８節負担金補助及び交付金で

ございますが、その他負担金で現物給付となっております。１，８６６万円でございますが、この内

容につきまして何を何人分、この金額になるのか教えてください。 

○議長（小菅秋雄君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 布施伸一郎君発言〕 

○健康福祉課長（布施伸一郎君） こちらにつきましては、国保連に対する診療報酬の支払いという

ことになっておりまして、毎月請求が来るわけでございますが、人数につきましてはまとまっており

ますので、何人分というのがまだ出ていないという、最終的に出る、確定するようなものでございま

す。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） 宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） ありがとうございました。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑ありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 
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○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５２号 令和７年度川場村国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

ての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 議案第５３号 令和７年度川場村介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１２、議案第５３号 令和７年度川場村介護保険事業特別会計補正予

算（第１号）についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております、議案第５３号 令和７年度川場村介護保

険事業特別会計補正予算（第１号）について、提案説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，３６２万円を追加し、歳入歳出予算の総額を４億７，

４９０万４，０００円とするものであります。 

 歳入の主なものは、保険料５６万６，０００円、国庫支出金２４６万９，０００円、県支出金１２

２万２，０００円、繰越金１，９９７万８，０００円をそれぞれ追加し、繰入金６６万２，０００円

を減額するものであります。 

 次に、主な歳出でありますが、保険給付費１００万円、地域支援事業費の介護予防事業費に３０３

万円、諸支出金の国庫等への償還金として１，９５８万円をそれぞれ追加するものであります。 

 なお、本案につきましては、去る８月２７日に開催されました川場村介護保険運営協議会に諮問し、

了承を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説

明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。本案は、歳入歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言

って質疑をしてください。 

 質疑はありませんか。宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） ９ページ、歳出の７款諸支出金１項２目２２節償還金利子及び割引料ですけ

れども、この償還金の内容について教えてください。 

○議長（小菅秋雄君） 健康福祉課長。 

              〔健康福祉課長 布施伸一郎君発言〕 
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○健康福祉課長（布施伸一郎君） こちらにつきましては、６年度事業が確定したための精算になり

ます。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） 宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） ありがとうございました。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑ありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５３号 令和７年度川場村介護保険事業特別会計補正予算（第１号）についての

件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１３ 議案第５４号 令和７年度川場村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい

て 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１３、議案第５４号 令和７年度川場村後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております、議案第５４号 令和７年度川場村後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、提案説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４９万６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１

億６３９万７，０００円とするものであります。 

 歳入でありますが、後期高齢者医療負担金２万８，０００円の返還により、一般会計繰入金の医療

給付費を同額で減額し、事務費繰入金は５２万３，０００円、繰越金１９７万３，０００円を追加す

るものであります。 

 次に、歳出でありますが、総務費の総務管理費に５０万５，０００円、後期高齢者医療広域連合納

付金に１万８，０００円、予備費として１９７万３，０００円を追加するものであります。 
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 原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。本案は、歳入歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言

って質疑をしてください。 

 質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５４号 令和７年度川場村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について

の件を採決いたします。 

 本案を、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１４ 議案第５５号 令和７年度川場村簡易水道事業会計補正予算（第１号）について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１４、議案第５５号 令和７年度川場村簡易水道事業会計補正予算

（第１号）についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております、議案第５５号 令和７年度川場村簡易水

道事業会計補正予算（第１号）について、提案説明を申し上げます。 

 収益的収入の水道事業収益に４４０万円を追加し、補正後の総額を７，０６３万２，０００円とし、

収益的支出の水道事業費用に４４０万円を追加し、補正後の総額を７，８８０万８，０００円とする

ものであります。 

 収益的収入の主な要因ですが、水道料金収入による４４０万円で１期１１０万円の年４期分を追加

するものであります。 

 収益的支出の主な要因ですが、職員の手当２１万５，０００円、水道料金調定システムクラウド移

行委託料１９０万３，０００円、公営企業会計事務委託料１６０万３，８００円、消費税の中間申告

分４１万４，０００円、水道料金過年度還付金１０万円をそれぞれ追加するものであります。 

 なお、本案につきましては、８月２７日に開催されました川場村上下水道運営協議会に諮問し、了

承を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明
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といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。本案は、歳入歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言

って質疑をしてください。 

 質疑はありませんか。宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） ２ページの実施計画ですけれども、収益的収入及び支出のところで伺います。

ここは一番見やすいかと思いますので。本来、事業収入であります給水収益、本年度当初予算では３，

５９１万５，０００円で補正が４４０万円となっております。 

 一方、支出でございますけれども、この収入に対して当然発生するのが消費税でございます。３，

５９１万５，０００円に対して３５万６，０００円が消費税として計上されております。 

 今回、補正が４４０万円で４１万４，０００円の補正となっております。この消費税の計算という

のはどういう理屈で当初よりも今回の４４０万円で４１万４，０００円となるのか説明をいただきた

いと思います。 

○議長（小菅秋雄君） 田園整備課長。 

              〔田園整備課長 石田信幸君発言〕 

○田園整備課長（石田信幸君） 宮内議員の質問にご回答します。 

 消費税の計算ですが、昨年度の支払った消費税のおおよそ５５％が中間申告分になるというふうに

会計士さんのほうにご指示がありまして、昨年度の消費税の１３９万８，３００円の５５％、おおよ

そ７６万９，０００円となりますので、今回４１万４，０００円を補正するものであります。 

○議長（小菅秋雄君） 宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） 会計士さんの指導というのは分かるのですけれども、どう考えてもですよね、

当初の金額の半額という話であれば当然今回も半額になるわけですから。３５万６，０００円という

金額と同額が半額ということになるんじゃないですか。これ４４万円となっているのが私は理解がで

きないという質問なんですけれども。 

○議長（小菅秋雄君） 田園整備課長。 

              〔田園整備課長 石田信幸君発言〕 

○田園整備課長（石田信幸君） 当初予算を取る段階で昨年度分の消費税を今年の６月に支払ったわ

けですけれども、当初予算を取る段階では６月に支払った消費税の額が見込めていなかったというこ

とでございます。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） 宮内議員。 
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              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） 当初の予定で１年間の消費税というのは計上されないということなんですね。

今後もそれでは、消費税というのは当初で１年間の消費税の計上はされずに２回で払っているから中

間で補正でまた追加すると、そういうやり方、システムなんですか。 

○議長（小菅秋雄君） 田園整備課長。 

              〔田園整備課長 石田信幸君発言〕 

○田園整備課長（石田信幸君） 今年度については、中間、１２月に支払って３月にまた補正をする

予定でございます。 

○議長（小菅秋雄君） 宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） 再度伺います。普通、予算の策定というのは、前年度の１年間の消費税額が

分かっているわけですから、細かく出さなくても当初で１年間を見積もって出すということにはなら

ないんでしょうか。 

○議長（小菅秋雄君） 田園整備課長。 

              〔田園整備課長 石田信幸君発言〕 

○田園整備課長（石田信幸君） 今後そのようにしていきたいと思います。 

○議長（小菅秋雄君） 宮内議員。 

              〔６番 宮内好美君発言〕 

○６番（宮内好美君） 以後、戸惑うようなやり方をしないで、当初からきちんと取っていただきた

いと思います。 

 以上です。 

○議長（小菅秋雄君） ほかに質疑ありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５５号 令和７年度川場村簡易水道事業会計補正予算（第１号）についての件を

採決いたします。 

 本案を、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎日程第１５ 議案第５６号 令和７年度川場村下水道事業会計補正予算（第１号）について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１５、議案第５６号 令和７年度川場村下水道事業会計補正予算（第

１号）についての件を議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております、議案第５６号 令和７年度川場村下水道

事業会計補正予算（第１号）について、提案説明を申し上げます。 

 収益的収入の下水道事業収益に２１３万円を追加し、補正後の総額を１億６，１３２万９，０００

円とし、収益的支出の下水道事業費用に２１３万円を追加し、補正後の総額を１億６，１３３万円と

するものであります。 

 収益的収入の主な要因ですが、預金利息１，０００円、一般会計繰入金２１２万９，０００円をそ

れぞれ追加するものであります。 

 収益的支出の主な要因ですが、職員の手当５２万６，０００円、公営企業会計事務委託料１６０万

３，８００円をそれぞれ追加するものであります。 

 続きまして、資本的収入ですが、４７万３，０００円を追加し、補正後の総額を５，１５２万８，

０００円とし、資本的支出に４７万３，０００円を追加し、補正後の総額を１億３２７万円とするも

のであります。 

 資本的収入の主な要因ですが、一般会計繰入金であります他会計負担金４７万３，０００円を追加

するものであります。 

 資本的支出の主な要因ですが、工事請負費４７万３，０００円を追加するものであります。 

 なお、本案につきましては、８月２７日に開催されました川場村上下水道運営協議会に諮問し、了

承を得ておりますことを申し添え、原案のとおりご決定くださいますようお願い申し上げ、提案説明

といたします。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。本案は、歳入歳出とも一括して質疑を許しますが、予算書のページを言

って質疑をしてください。 

 質疑はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

              〔「進行」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより、議案第５６号 令和７年度川場村下水道事業会計補正予算（第１号）についての件を採
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決いたします。 

 本案を、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

              〔賛成者挙手〕 

○議長（小菅秋雄君） 挙手全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１６ 認定第１号 令和６年度川場村一般会計歳入歳出決算の認定について 

◎日程第１７ 認定第２号 令和６年度川場村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

◎日程第１８ 認定第３号 令和６年度川場村介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

◎日程第１９ 認定第４号 令和６年度川場村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

◎日程第２０ 認定第５号 令和６年度川場村簡易水道事業会計決算の認定について 

◎日程第２１ 認定第６号 令和６年度川場村下水道事業会計決算の認定について 

○議長（小菅秋雄君） 日程第１６、認定第１号 令和６年度川場村一般会計歳入歳出決算の認定に

ついての件から日程第２１、認定第６号 令和６年度川場村下水道事業会計決算の認定についての件

までの６件を一括議題といたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。村長。 

              〔村長 外山京太郎君発言〕 

○村長（外山京太郎君） ただいま議題となっております、認定第１号 令和６年度川場村一般会計

歳入歳出決算の認定についてから、認定第６号 令和６年度川場村下水道事業会計決算の認定につい

てまでの６件につきまして、一括してご説明申し上げます。 

 認定第１号 令和６年度川場村一般会計歳入歳出決算の認定についてから認定第４号 令和６年度

川場村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につきましては、地方自治法第２３３条第３項の

規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであります。 

 最初に、令和６年度川場村一般会計歳入歳出決算の概要についてご説明を申し上げます。 

 決算額は、歳入総額が前年度比２４．２％減の４２億３，１６０万７，１２４円、歳出総額が前年

度比２４．９％減の３９億８５万５，７１９円となり、歳入歳出差引き額は３億３，０７５万１，４

０５円となりました。このうち１億６，６００万円を基金に繰り入れ、残りを翌年度への繰越金とい

たしました。 

 歳入の概要でございますが、歳入のうち最も重要な財源である村税は歳入総額の９．２％を占め、

前年度に比べ８１８万６，０００円の減額となりました。また、歳入の３７．４％を占める地方交付

税は、前年度に比べ８，４６８万６，０００円の増額となりました。国県支出金につきましても、補

助事業を最大限活用したことで、前年度に比べ４，１６９万８，０００円の増額となりました。村の

借入金であります村債は、臨時財政対策債をはじめ農林水産業債、土木債、教育債を借り入れました
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が、前年度に比べ１２億３，６８７万４，０００円の減額となっております。 

 次に、歳出の概要でありますが、歳出の予算現額４０億９５６万３，０００円に対する執行割合は

９７．３％となりました。 

 目的別に構成比の高い経費から見てみますと、総務費９億８，２１１万４，０００円で、構成比は

２５．２％、教育費９億２，３１９万円で、構成比は２３．７％、民生費５億７，１５０万４，００

０円で、構成比１４．６％となっております。 

 これらの支出を性質別に見ますと、投資的経費が、役場新庁舎建設事業等の完了により、前年度比

６６．９％減の８億３，２３７万９，０００円となりました。 

 一方、義務的経費につきましては、公債費が増加した結果、全体では前年度比１４．８％増の１３

億３，２１２万５，０００円でありました。このような中、財政の弾力性を示す経常収支比率は８９．

６％で前年度に比べて、２ポイントの増加となりました。経常収支比率は全国的に増加傾向にあり、

財政構造の硬直化が進んでいる中、本村では平均より低い比率に抑えることができました。この数値

は、決算内容により毎年変動する要素を持っておりますので、今後も経常収支比率を少しでも低下さ

せるよう健全財政の確保に努力していきたいと考えております。 

 以上、一般会計の決算に対する総括的なご説明を申し上げましたが、執行面における内容や効果、

実績等につきましては、お配りしてございます説明書をご覧いただきたいと思います。 

 なお、細部につきましては、会計管理者に説明させますのでよろしくお願いいたします。 

 次に、令和６年度川場村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算についてですが、被保険者の健康

と生活を守るため、特定健康診査及び特定保健指導の実施、生活習慣病予備群に対しての保健指導プ

ログラムの実施など、健康保持・増進に取り組んでまいりました。 

 また、群馬県や関係機関と連携を図り、安定的な運営となるよう適正な事業運営に努めているとこ

ろであります。 

 決算の状況でありますが、歳入が前年度に比べ６．３％減の４億２，１７４万９，９６３万円で、

歳出が７．９％減の３億８，６００万６，６５２円となり、歳入歳出差引き額は３，５７４万３，３

１１円となりました。このうち１，８００万円を基金に繰り入れ、残りを翌年度への繰越金といたし

ました。 

 次に、令和６年度川場村介護保険事業特別会計歳入歳出決算についてですが、被保険者の健康寿命

の延伸に重点を置き、介護予防事業などを効果的かつ効率的に実施するとともに、高齢者が住み慣れ

た地域でお互いに支え合いながら安心して暮らし続けられる地域包括ケア体制づくりに努めてまいり

ました。 

 決算の状況でありますが、歳入が前年度に比べ２．８％減の４億８，７４３万９，５４５円、歳出

が４．５％増の４億４，７３６万７２円となり、歳入歳出差引き額は４，００７万９，４７３円とな

りました。このうち２，０１０万円を基金に繰り入れ、残りを翌年度への繰越金といたしました。 
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 次に、令和６年度川場村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についてですが、高齢者の医療の確

保に関する法律に基づき、７５歳以上の高齢者の方が安心して医療を受けることができるよう、群馬

県後期高齢者医療広域連合と連携を図り、適正な事業運営に努めてまいりました。 

 決算の状況でありますが、歳入が前年度比に比べ９．３％増の１億５７０万６，４０４円で、歳出

が前年度比９．５％増の１億３７３万１，７５３円となり、歳入歳出差引き額は１９７万４，６５１

円となりました。全額、翌年度への繰越金といたしました。 

 続きまして、認定第５号 川場村簡易水道事業会計決算の認定について及び認定第６号 川場村下

水道事業会計決算の認定について、ご説明申し上げます。 

 川場村簡易水道事業及び川場村下水道事業につきましては、ともに特別会計から事業・業務及び会

計を令和６年４月１日より引き継ぎ、地方公営企業法の財務規定等を適用し、複式簿記・発生主義に

基づく公営企業会計方式による経理を開始いたしました。令和６年度決算は、地方公営企業法適用後、

初年度の決算に当たり、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、別紙監査委員の意見をつけて

議会の認定に付するものであります。 

 最初に、令和６年度川場村簡易水道事業会計決算についてですが、給水戸数１，１００戸、給水人

口２，９２１人に対し、安心安全で安定した水の供給をいたしました。また、簡易水道事業として設

置されている施設の維持管理を万全に期するため、建設改良工事として浄水場濁度計及び電動弁の交

換工事、萩室地区本管の埋設工事、合わせて３件を企業債６９０万円を発行して実施いたしました。

維持管理費として、漏水復旧工事を１件、漏水をはじめとする修繕を１２件行いました。 

 決算の状況でありますが、収益的収支として収入額７，６７３万２，７０７円、支出額８，４１７

万１，３６８円となり、損益計算では、当年度純損失８５１万１，１６２円となりました。資本的収

支では、収入額１，０４３万５，０００円、支出額１，５３２万１，９０３円となり、収支差引き額

４８０万６，９０３円は、補塡財源を充てて支出いたしました。 

 最後に、令和６年度川場村下水道事業会計決算についてですが、下水道の普及率は８７．５％であ

り、公共用水域の水質の保全と快適な生活環境の確保のため、下水処理場の維持管理とし、電気室空

調機更新等の工事を６件、マンホールポンプ場関係の工事を４件、合わせて１０件を企業債８５０万

円を発行して実施をいたしました。また、繰越事業の下水道事業計画策定業務を１，２７３万円行い

ました。 

 決算の状況でありましたが、収益的収支として収入額１億８，６８２万４，２７２円、支出額１億

６，１９６万７，１４９円となり、損益計算では、当年度純利益２，２５８万４，４７８円となりま

した。資本的収支では、収入額６，４０１万３，３７１円、支出額１億４，６０６万７，０９９円と

なり、収支差引き額８，２０５万３，７２８円は補塡財源を充てて支出をいたしました。 

 以上、令和６年度川場村一般会計歳入歳出決算から令和６年度川場村下水道事業会計決算につきま

して提案説明をいたしましたが、川場村一般会計及び川場村後期高齢者医療特別会計を除く各会計に
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つきましては、去る８月２７日に開催されました各運営協議会に諮問し、了承を得ておりますことを

申し添え、原案のとおり認定くださいますようお願い申し上げ、提案説明といたします。 

○議長（小菅秋雄君） ここで、会計管理者の細部説明を求めます。会計管理者。 

              〔会計管理者 春原久代君発言〕 

○会計管理者（春原久代君） それでは、令和６年度川場村一般会計歳入歳出決算の細部説明をいた

します。 

 決算書の７ページをお開きください。 

 最初に、歳入について主なものをご説明いたします。 

 まず、１款の村税ですが、収入済額は３億８，８３４万４，８１３円で、前年度より約８１０万円

の減額、２．１％の減少でした。収納率につきましては、前年度と同率の９９．９％となりました。

不納欠損額の合計は１５万８，７８８円で、内訳につきましては、１項の村民税が１３万７８８円の

２件分、２項の固定資産税が２万８００円の２件分、また、３項の軽自動車税が７，２００円の１件

分となっています。 

 なお、減額となった主な要因は、定額減税の影響により、１項の村民税が減少したことや評価替え

に伴い２項固定資産税が減少したことなどが要因と考えられます。 

 一方では、次の８ページになりますが、４項の村たばこ税が村内にコンビニエンスストアが開店し

たことにより大幅に増加いたしました。 

 続いて、１０ページをお開きください。 

 １０款地方交付税の収入済額は１５億８，５３２万３，０００円で、普通交付税の全国的な総額の

増加により前年度より８，４６８万６，０００円の増額、５．６％の増加でした。 

 次に、下のページの１３款使用料及び手数料の収入済額は５，７８２万１，５６７円で、前年度よ

り約３７０万円の減額、６．２％の減少です。 

 １項使用料の主な収入は、田園プラザ、各施設の使用料をはじめ体育館やテニスコートなどの使用

料、また、スポーツ広場や歴史民俗資料館、むらの学習館などの使用料になります。 

 なお、４目土木使用料の収入未済額は１５万円で、内容は１節の道路使用料として道路占用料の１

名分になります。 

 続いて、次の１２ページをお開きください。 

 ２項手数料の主な収入は、戸籍手数料をはじめ学童保育料、また粗大ごみや一般廃棄物の処理手数

料などになります。 

 なお、５目商工手数料のうち、１節の案内板設置手数料の収入未済額８，０００円については１件

分になります。 

 次に、１４款国庫支出金ですが、収入済額は５億６，９２７万７，３８１円で前年度より約２，５

６０万円の増額、４．７％の増加でした。増加となった主な要因は、下のページの６目教育費国庫負
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担金において、小中一貫校整備事業として川場学園校舎増築工事に伴う公立学校施設整備費負担金が

交付されたことや、次の１４ページの２項１目の総務費国庫補助金において、標準準拠システム移行

対応事業に伴うデジタル基盤改革支援補助金の交付、また、下のページの６目教育費国庫補助金にお

いて、小学校既存校舎改修に伴う学校施設環境改善交付金などが交付されたことによる増加となりま

す。 

 次に、１６ページをお開きください。 

 １５款の県支出金ですが、収入済額は１億７，５４６万９，０４５円で、前年度より約１，６００

万円の増額、１０．１％の増加でした。増加となった主な要因は、次の１８ページの４目農林水産業

費県補助金において、小規模農村整備事業補助金や森林、竹林整備事業のためのぐんま緑の県民基金

市町村提案型事業補助金等の増加によるものになります。 

 次に、１７款の寄附金ですが、収入済額は２億９，２８５万７，３００円で前年度より約１億１，

０４０万円の増額、６０．６％の増加となりました。 

 次に、２０ページをお開きください。 

 １８款の繰入金ですが、収入済額は４億７，４２８万５，０００円で前年度より約１億５，０５０

万円の減額、２４．１％の減少となりました。１項の基金繰入金につきましては、各基金からの繰入

金になります。 

 次に、下のページの２項特別会計繰入金につきましては、下水道事業会計へ支出した繰出金を事業

縮小となったため繰り戻したものになります。 

 次に、１９款繰越金の収入済額は８，９７３万７，７５１円で、こちらは前年度からの繰越金にな

ります。 

 次に、２２ページをお開きください。 

 ２１款村債の収入済額は３億５，５８０万３，０００円で、前年度より約１２億３，６８０万円の

減額、７７．７％の減少です。 

 内容は、１項１目の臨時財政対策債、３目の農林水産業債、４目の土木債、７目の教育債になりま

す。 

 以上、令和６年度の歳入合計は、予算現額４０億９５６万３，０００円、収入済額４２億３，１６

０万７，１２４円、不納欠損額１５万８，７８８円、収入未済額３８万９，７９５円となりました。 

 なお、予算額に対する執行率は１０５．５％です。 

 続いて、歳出について、主なものをご説明いたします。 

 ２５ページをお開きください。 

 最初に、１款議会費の支出済額は前年度とほぼ同額の５，０５０万２，４７２円となりました。主

な支出は、人件費や議員活動経費などになります。 

 次に、２款総務費の支出済額は９億８，２１１万３，９３７円で、前年度より約１７億６，２８０
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万円の減額、６４．２％の減少です。減額となった主な要因は、役場新庁舎の建設事業等が令和５年

度で完了したことによる減少になります。 

 １項総務管理費１目一般管理費における主な支出は、人件費や一般行政事務に要した経費になりま

す。 

 次に、２６ページをお開きください。 

 ３目財産管理費においては、役場庁舎等の維持管理費や標準準拠システム移行対応業務委託料、ま

た基金積立金などになります。 

 次に、下のページ、４目企画費においては、ふるさと納税返礼品経費や代替バス運行補助金などに

なります。 

 次に、２８ページをお開きください。 

 ７目村活性化推進費における主な支出は、てんぐ山公園施設管理委託料や地域創生推進交付金を活

用した移住促進イベント企画実施委託料、また、秋の味覚、旅行などをテーマにインフルエンサーを

活用した動画発信委託料等に要した経費になります。 

 次に、３２ページをお開きください。 

 ３款民生費の支出済額は５憶７，１５０万４，１２０円で、前年度より約１２０万円の増額、０．

２％の増加です。 

 １項社会福祉費における主な支出は、国民健康保険特別会計や介護保険特別会計、また、後期高齢

者医療特別会計への繰出金や福祉医療費、また、障害福祉サービス給付費などになります。 

 次に、３４ページをお開きください。 

 ２項児童福祉費における主な支出は、児童手当や子育て支援金、また学童保育やかわば森のこども

園への負担金などになります。 

 次に、下のページの４款衛生費ですが、支出済額は１億３，０８５万１，３０３円で、前年度より

約５９０万円の増額、４．８％の増加です。 

 １項保健衛生費における主な支出は、各種予防事業や母子保健事業、また健康増進事業等に要した

経費になります。 

 次に、３９ページをお開きください。 

 ２項清掃費の主な支出は家庭ごみの収集や分別処理事業、また沼田市外二箇村清掃施設組合への負

担金などになります。 

 次に、６款農林水産業費の支出済額は２億６，５８７万５，３４０円で、前年度より約９，３９０

万円の増額、５４．７％の増加です。増加となった主な要因は、４２ページになりますが、２項林業

費２目の林業振興費において企業版ふるさと納税寄附金を原資としたウッドビレジ川場への補助金や

県補助金を活用した森林、竹林整備事業、また有害鳥獣対策事業費の増額などが主な要因となります。 

 続いて、下のページ、７款商工費ですが、支出済額は１億９９９万７，８１４円で、前年度より約
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４，０８０万円の減額、２７．１％の減少です。 

 主な支出は、次の４４ページ、２目観光費において観光施設等の指定管理委託料や観光施設等の修

繕工事、また観光業界への業務委託料などに要した経費になります。 

 次に、８款土木費ですが、支出済額は２億２，８６１万４，９５１円で、前年度より約２４０万円

の減額、１．１％の減少です。主な支出は、下のページの２項道路橋りょう費１目道路維持費におい

て村道の除雪委託料や県補助金を活用した村道富士山線舗装補修工事、また３目の橋りょう費におい

ては栄橋の橋梁補修工事等に要した経費になります。 

 また、次の４６ページの４項の下水道事業費については、下水道事業会計への繰出金になります。 

 下のページの１０款教育費の支出済額は９億２，３１９万４３９円で、前年度より約２億７，２３

０円の増額、４８．１％の増加です。増加となった主な要因は、次の４８ページ、２目の事務局費に

おいて、川場学園校舎増築工事及び既存校舎の改修工事等を実施したことによる増加になります。 

 次に、５３ページをお開きください。 

 ６項保健体育費の主な支出は、スポーツ施設管理運営委託料や給食調理業務委託料、また、給食用

材料購入などに要した経費になります。 

 次に、５４ページをお開きください。 

 １２款公債費の支出済額は、５億１，５７０万５，０８６円で、前年度より約１億４，０２０万円

の増額、３７．３％の増加となりました。 

 以上、令和６年度の歳出合計は、予算現額４０億９５６万３，０００円、支出済額３９億８５万５，

７１９円、翌年度繰越額ゼロ円、不用額１億８７０万７，２８１円です。 

 なお、予算額に対する執行率は９７．３％です。 

 以上で細部説明を終わります。 

○議長（小菅秋雄君） これをもって提案理由及び細部説明を終わります。 

 ここで、川場村代表監査委員より決算審査の意見書が提出されていますので、決算審査報告をお願

いします。代表監査委員、宮内 実君。 

              〔代表監査委員 宮内 実君発言〕 

○代表監査委員（宮内 実君） 監査委員の宮内でございます。監査委員を代表しまして、令和６年

度決算審査結果等のご報告をさせていただきます。 

 さきに村長から、地方自治法第２３３条第２項及び同法第２４１条第５項に基づき審査に付されま

した令和６年度川場村一般会計及び特別会計３件、公営企業会計２件の歳入歳出決算審査及び同附属

書類並びに基金の運用状況審査につきまして、去る８月２１日及び２２日の２日間、役場第２０２会

議室において、角田監査委員とともに厳正、慎重に審査し、先般、その結果を監査意見として村長に

提出いたしました。 

 審査結果の詳細につきましては、令和６年度川場村一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用
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状況並びに公営企業会計決算報告の審査意見書に記載してありますので、ご参照いただきたいと思い

ます。 

 それでは、審査結果の概要を申し上げます。 

 まず、令和６年度の一般会計歳入歳出決算は、歳入総額４２億３，１６０万７，１２４円、歳出総

額３９億８５万５，７１９円、歳入歳出差引き額３億３，０７５万１，４０５円であり、翌年度への

繰越財源を除いた実質収支は３億３，０７５万１，４０５円の黒字でありました。また、この実質収

支から前年度の実質収支を除いた単年度収支については、５，８３９万４，３４６円の赤字となって

おります。また、財政調整基金への積み立てた実質単年度収支については、１億９，０９７万２，５

８３円の赤字でありました。 

 令和６年度の主要な事業は、小中一貫校校舎建設事業、標準準拠システム移行対応業務、地方創生

応援税制事業、橋梁補修工事、デジタル田園都市国家構想交付金事業などそれぞれの事業において、

創意工夫がなされ、財政的にも厳しい状況の中で、積極的に事業が進められたことが認められます。 

 歳入につきましては、村税が歳入全体の９．２％と低く、主たる財源は地方交付税３７．４％、特

定財源の国県支出金１３．９％、地方債８．３％などに依存している現状であります。地方交付税、

国県支出金の安定確保を図るとともに、年度間の調整機能を有する地方債の有効的な活用を図り、適

正な財政運営をしていかなければならないと感じております。 

 歳出につきましては、人件費、扶助費及び公債費などの義務的経費が１３億３，３２１万５，００

０円で歳出全体の３４．２％を占めており、前年に比べ１４．８％増加しております。義務的経費は

経常的に支出が義務づけられ、あるいは任意に削減することができない経費であり、この割合が高く

なると財政構造の硬直化を招くおそれがあります。 

 一方、普通建設事業が主体の投資的経費は８億３，２３９万９，０００円で、歳出全体の２１．

３％であり、前年度より６６．９％減少しております。この要因は、新拠点整備事業によるものです。 

 次に、財政力指数は、０．２４で前年度と変わりなく、実質公債費率１５．８％と前年度より２．

８％増加しております。この実質公債費率が高くなるほど財政硬直化の一因となりますので、財政面

で慎重な配慮をしなければならないと思っています。 

 川場村においては、国の地方創生の方針に歩調を合わせ、住みよい村づくり、雇用創出、子育て支

援等の具体的な施策に戦略的に取り組んでいることは高く評価するところです。 

 今後も人口減少、超高齢化社会に伴い財政への長期的な影響が懸念される中、財政的には厳しい状

況が続くものと予想されますが、引き続きより一層の努力をお願いしたいと思います。 

 財政運営の状況ですが、川場村が可能な限りにおいて健全な財政のために十分な努力をしているか、

次の３項目に着目し、財政運営の適否を判断いたしました。 

 まず、歳入歳出の均衡が取れた計画的な財政運営であるか。次に、財政構造は健全に維持されてい

るか、そして、最後に住民に対して十分な配慮と努力が積極的にされているかを審査した結果、適正
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に事務が処理されており、計数等の誤りも認められず、令和６年度の一般会計決算は適正妥当である

と認めます。これから川場村においては、新拠点エリアの整備、小中一貫校の整備に伴う起債の償還

も多額となります。地方自治法及び地方財政の趣旨にのっとり、不要な支出は極力控えることにより、

財政の健全化と適正化を図るよう要望します。 

 次に、各特別会計公営企業会計の決算ですが、各会計とも適正に経理が処理されており、格別非違

の点は認められませんでした。村民の保健福祉と生活環境整備等の向上に向けての努力が感じられま

した。これからもそれぞれの事業について、最小限の経費で最大限の効果が得られるよう、より一層

の努力をお願いいたします。 

 なお、特別会計において、経理状況や関係書類等も整備されており、適正であると認められます。 

 次に、基金の運用状況の審査ですが、積立基金である財政調整基金、減債基金、その他の基金の令

和６年度末の基金残高は１１億７，６３８万４，４８１円になります。これらは、条例に基づき適正

に運用されているか、運用益の取扱方法はどうか、運用状況を示す書類にて確認をしたところ、これ

これらは適正に処理されていると認められます。 

 最後に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、村長から審査に付託されました令和

６年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業会計資金不足比率につきましては、審査いたしまし

たところ、いずれも適正であると認められました。この結果を審査意見書として村長に提出いたしま

したことを併せてご報告いたします。 

 川場村民が健康で安心して暮らせ、そして活力ある村、幸福を実感できる村づくりのため、行政と

議会の皆様方のさらなるご尽力をお願い申し上げまして、簡単ではありますが、決算審査報告といた

します。 

 ありがとうございました。 

○議長（小菅秋雄君） 以上で、令和６年度決算審査報告を終わります。 

 代表監査委員には、大変ご苦労さまでした。 

 お諮りいたします。 

 日程第１６、認定第１号 令和６年度川場村一般会計歳入歳出決算の認定についての件から日程第

２１、認定第６号 令和６年度川場村下水道事業会計決算の認定についての件までの６件については、

議員全員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。

ご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号 令和６年度川場村一般会計歳入歳出決算の認定についての件から認定第

６号 令和６年度川場村下水道事業会計決算の認定についての件までの６件については、議員全員で

構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 



－43－ 

 引き続いて、決算審査特別委員の選任を行います。 

 お諮りします。 

 決算審査特別委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により、お手元に配付した名

簿のとおり指名したいと思います。ご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、決算審査特別委員は、お手元に配付した名簿のとおり選任することに決定しました。 

 決算審査特別委員会を委員会条例第９条第１項の規定により、本日の本会議終了後、議場において

開催いたします。 

 ただいま議題となっております認定第１号から認定第６号までの６件につきましては、本日は提案

理由の説明のみでありますので、ご了承願います。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎散  会 

○議長（小菅秋雄君） これで本日の日程は全て終了いたしました。 

 なお、９月３日から９月１１日まで休会とし、９月１２日は議事の都合上、午後１時３０分から本

会議を開催したいと存じますが、これにご異議ありませんか。 

              〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（小菅秋雄君） 異議なしと認めます。 

 したがって、９月３日から９月１１日まで休会とし、９月１２日は午後１時３０分から本会議を開

催しますので、定刻までにご参集ください。 

 本日はこれにて散会いたします。 

   午前１１時５８分散会 

 


